
 

 

  

 

 

 

 

◎児童手当 

次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で

応援する制度です。 

※令和６年１０月分から児童手当制度の拡充されました。 

●支給要件 

・日本国内に住所があること 

・１８歳に達する日以後、最初の３月３１日までの児童を 

 養育している方 

●手当の額 

●支給方法 

偶数月にそれぞれ前月分までを支給 

●手続き 

・子どもの出生または転入から１５日以内に保育こども課、

または各総合支所市民福祉課で手続きしてください。 

・申請には申請者の加入保険情報が確認できる書類、

預金通帳が必要です。秩父市で所得が確認できない方

は、所得証明書も添付してください。ただし、当該書類

により証明すべき事実を公簿等（マイナンバーによる情

報連携を含む）によって確認できるときは省略できま

す。その他状況により必要となる書類があります。 

・公務員の方は、勤務先への申請になります。 

●現況届 

・令和４年度から公簿等で６月１日の状況を確認するこ 

 とができる場合、現況届の提出が原則不要となりま 

 す。ただし、引き続き現況届の提出が必要な方には、 

 個別に通知します。 

・市から書類を郵送しますので、６月末日までに保育こども

課、または各総合支所市民福祉課へ提出してください。 

・届出がないと６月分以降の手当が受けられなくなります。 

●変更届 

下記のようなときは、必ず届け出てください。 

・市外に転出することになったとき 

・児童を養育しなくなったとき 

・支払金融機関や口座番号、口座名義が変わったとき 

●問合せ・申請窓口 

保育こども課または各総合支所市民福祉課

 

 

 

 

 

◎こども医療費助成制度 

秩父市に住所がある子どもが必要とする医療を容易に受

けられるようにし、子どもの保健向上と福祉増進を図るた

めの制度です。 

埼玉県内の医療機関（柔道整復・鍼灸マッサージを除く）

で受診の場合は、窓口支払いはありません。ただし、１医

療機関につき月額２１，０００円以上になると現金での支払

いが必要になります。 

●対象者 

１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの子ども 

※重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費の支給対

象となっている子ども、生活保護世帯や児童福祉施設等に

入所している子どもは対象となりません。 

●助成する医療費の範囲 

子どもの加入する健康保険が適用される医療費の自己

負担分 

※健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合

は、その額を控除した残額が対象です。 

※健康診断、予防接種、差額ベッド代、食事代など保険適用

外の費用や日本スポーツ振興センター災害共済の医療給

付を受けるときは支給の対象となりません。 

●手続き 

＜登録申請するとき＞ 

・子どもの加入保健情報が確認できる書類 

・預金通帳（保護者のもの） 

＜給付申請するとき＞ 

埼玉県内の１医療機関で月額２１，０００円以上支払っ

た場合及び埼玉県外で受診した場合は、領収書、受給

資格証、加入保険情報が確認できる書類を申請窓口に

お持ちになり申請してください。 

●変更届 

下記のようなときは、必ず届け出てください。 

・市外に転出することになったとき 

・氏名や保護者が変更になったとき 

・加入する健康保険が変更になったとき 

・支払金融機関や口座番号が変わったとき 

・生活保護の受給者となったとき 

●問合せ・申請窓口 

保育こども課または各総合支所市民福祉課

 年齢 １人当たり月額

 ３歳未満 第１子・第２子　１５，０００円 

第３子以降　　 ３０，０００円

 ３歳以上 

１８歳到達年度末

まで

第１子・第２子　１０，０００円 

第３子以降　　 ３０，０００円 

 上記以降、２２歳

到達年度末まで

多子カウント対象

７



 

 

 

  

 

 

 

 

◎出産祝金事業 

秩父市では、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、

少子化対策に寄与することを目的として、「秩父市出産

祝金」を支給します。 

●対象者 

令和４年４月１日以降に生まれた児童及びその児童を

養育する父母等のうち、次の要件全てを満たす者 

①出生日から申請日まで秩父市の住民基本台帳に引

き続き記載されている子を養育している方 

②申請日において引き続き１年以上市内に居住する父

母等 

③市税等の滞納がない方（配偶者を含む） 

※秩父市に住んで１年に満たない場合は、１年経過後に申請

できます。 

※対象児童が転出等により秩父市の住民ではなくなった場合

は受給資格を失います。 

●支給額 

第１子　１２万円 

第２子　３０万円（基準日ごとに計３回の支給） 

第３子　５０万円（基準日ごとに計５回の支給） 

●申請手続き 

出生届の提出後に保育こども課でご案内します。口座

番号がわかるものをお持ちください。 

※第２子以降に該当する場合は対象児童と養育している児 

童が記載された戸籍謄本と一緒に後日申請になります。 

●問合せ・申請窓口 

保育こども課または各総合支所市民福祉課 

 

 

 

 

 

 

◎児童扶養手当 

父または母と生計を共にしていない児童や、父または

母が重い障がいの状態にあって児童を育成している家

庭に対し、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進

に寄与するとともに、児童の福祉増進を図ることを目的

に支給されている手当です。 

●支給の要件 

次の要件のいずれかに該当する児童（１８歳到達年度末

日までの児童、または２０歳未満で政令で定める程度の障

がいがある児童）の父・母または養育者 

 

 

①父母が婚姻を解消した児童 

②父または母が死亡した児童 

③父または母に一定の障がいがある児童 

④父または母の生死が明らかでない児童 

⑤父または母に１年以上遺棄されている児童 

⑥父または母が裁判所からのＤＶ保護命令をうけた児童 

⑦父または母が法令により１年以上拘禁されている児童 

⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童 

※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上の婚姻関係と

同様の事情にある場合（内縁関係など）を含みます。 

 

次のいずれかに該当する場合は支給されません。 

・児童や父・母または養育者が、日本国内に住所を 

 有しないとき 

・児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等に 

 入所しているとき 

 

●手当の額 

　令和７年４月分～ 

●支給方法 

奇数月にそれぞれ前月分までを支給。 

ただし、所得制限に該当する場合は手当の一部または

全部の支給が停止されます。 

●手続き 

必要書類（戸籍謄本、加入保険情報が確認できる書

類、印鑑、預金通帳、所得証明書、通知カード及び本

人確認書類（注）または個人番号カード）を申請窓口へ

お持ちになり手続きしてください。 

（注）写真付きの本人確認書類（運転免許証、パスポートな

ど）は１点、写真付きの身分証明書がない場合は、健康

保険証や年金手帳などを２つ以上提示してください。 

※家庭の状況により、必要書類が異なります。 

●現況届 

毎年８月１日現在で受給資格のある方は、現況届の提出

が必要です。届出に必要な書類は市から送付します。 

●その他の届出 

児童や受給者に氏名、住所、金融機関等の変更があっ

たときは、必ず届け出てください。 

●問合せ・申請窓口 

保育こども課または各総合支所市民福祉課 

※申請後審査を行いますので、受給できるか確認したい場合

は申請ください。

 児童数 全部支給 一部支給

 １人 ４６，６９０円 ４６，６８０円～１１，０１０円

 ２人目以降加算額 

（１人につき）
１１，０３０円 １１，０２０円～５，５２０円

８



 

 

 

  

 

 

 

 

◎ひとり親家庭等医療費助成制度 

ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、

児童の保健向上と福祉増進を図るための制度です。埼

玉県内の医療機関（柔道整復・鍼灸マッサージを除く）

で受診の場合は、窓口支払いはありません。ただし、１

医療機関で月額２１，０００円以上（７０歳以上の方は

８，０００円以上）になると現金での窓口支払いが必要に

なります。 

●対象者 

１８歳到達後の最初の３月３１日まで（一定の障がいの

ある児童は２０歳になるまで）の児童を養育している、ひ

とり親家庭の父・母・養育者及び児童 

●助成する医療費の範囲 

健康保険が適用される医療費の自己負担分 

※健康保険から高額療育費や附加給付金が支給される場合

は、その額を控除した残額が対象です。 

※健康診断、予防接種、差額ベット代、食事代など保険適用

外の費用や日本スポーツ振興センター災害共済の医療給

付を受けるときは支給の対象となりません。 

●手続き 

＜登録申請するとき＞ 

必要書類（戸籍謄本、加入保険情報が確認できる書

類、印鑑、預金通帳、所得証明書、通知カード及び本

人確認書類（注）または個人番号カード）を申請窓口へ

お持ちになり手続きしてください。 

※家庭の状況により別に書類が必要な場合があります。 

（注）写真付きの本人確認書類（運転免許証、パスポートな

ど）は１点、写真付きの身分証明書がない場合は、健康

保険証や年金手帳などを２つ以上提示してください。 

＜給付申請するとき＞ 

埼玉県内の１医療機関で月額２１，０００円以上（７０歳

以上の方は８，０００円以上） 

支払った場合及び埼玉県外で受診した場合は、領収

書、受給者証、加入保険情報が確認できる書類を申請

窓口にお持ちになり申請してください。 

●更新手続き 

受給資格のある方（停止中の方を含む）は、更新の手

続きが必要です。郵送される書類によって、手続きをし

てください。 

※児童扶養手当との併給者は省略することができます。 

●問合せ・申請窓口 

保育こども課または各総合支所市民福祉課

 

 

 

 

 

◎自立支援教育訓練給付金 

ひとり親家庭（２０歳未満の子を養育している）の父また

は母が就職に必要な技能を身につけるための講座を受

講し、修了した場合に受講費用の一部を支給します。 

●対象者（要件） 

・秩父市に住所を有し、「母子・父子自立支援プログラム」の

策定等の支援を受けている 

・教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められる 

・過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがない 

●対象講座 

①雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講

座及びこれに準じ地域の実情に応じて対象とする講座 

②雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓

練講座及びこれに準じ地域の実情に応じて対象とする講

座（専門資格の取得を目的とする講座に限る） 

③雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓

練講座及びこれに準じ地域の実情に応じて対象とする講

座（専門資格の取得を目的とする講座に限る） 

※厚生労働省ホームページ（教育訓練給付制度 厚生労働省で検

索）をご覧になるか、ハローワークにお問い合わせください。 

●支給額 

①一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の

支給を受けることができない方（対象講座の①②を受講） 

→受講費用（入学料及び受講料）の合計額の６０％相当額

を支給（１２，００１円～２０万円を上限） 

②専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない

方（対象講座の③を受講） 

→受講費用（入学料及び受講料）の合計額の６０％相当額

を支給（１２，００１円～４０万円×修学年数（〈４年を上

限〉） 

※講座修了後対象資格を取得し、１年以内に就職等した

（その資格が必要な内容）場合、受講費用の８５％相当

を支給（１２，００１円～６０万円×修学年数（〈４年を上

限〉） 

③上記①②以外の方 

→上記①②の額から、支給を受けた一般教育訓練給付金

または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育

訓練給付金の額を差し引いた額 

●事前相談 

給付を希望される方は事前相談が必要ですので、講座

の受講開始前に子育て支援課へご相談ください。 

●提出書類 

・受講対象講座指定申請書など 

●問合せ・申請窓口　子育て支援課（下郷児童館２階）
９



 

 

  

 

 

 

◎高等職業訓練促進給付金 

ひとり親家庭（２０歳未満の子を養育している）の父また

は母が、看護師や介護福祉士などの資格取得のため６

か月以上養成機関で修業する場合、修業期間の全期

間（上限４８か月）について、手当を支給します。加え

て、修了支援給付金を支給します。 

●対象者（要件） 

・児童扶養手当支給所得水準のひとり親家庭の父また

は母（水準から外れた場合も１年に限り引き続き対象） 

・養成機関で６か月以上のカリキュラムを修了し、対象

資格の取得が見込まれること 

・仕事または育児と修業の両立が困難であること 

・過去に高等職業訓練促進給付金または修了支援 

 給付金の支給を受けたことがないこと 

●対象資格 

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法

士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、

製菓衛生師、調理師等の資格、デジタル分野等の民間

資格〈シスコシステムズ認定資格等〉 

●支給期間及び支給額 

修業全期間（上限４８か月） 

※養成機関で修業する期間の最後の１２か月については、 

課税世帯・非課税世帯ともに月額４０，０００円増額 

●事前相談 

修業開始前に子育て支援課へ事前相談してください。 

●申請期間 

・高等職業訓練促進給付金…修業を開始した日以後 

・修了支援給付金…修了日を経過した日以後 

 （修了日から起算して３０日以内） 

●提出書類 

・支給申請書、在籍証明書、戸籍謄本など 

●問合せ・申請窓口 

子育て支援課（下郷児童館２階） 

◇市町村民税非課税世帯とは 

　前年の所得額によって市町村が決定した市町村民税（均等

割を含む）において、申請者及び申請者と同居している申請

者の扶養義務者（直系血族と兄弟姉妹）それぞれ全員に対し

て決定された税額が０円であった世帯。

 

 

 

 

◎母子及び父子並びに 

寡婦福祉資金貸付制度 

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の方の経

済的自立や扶養しているお子さんの福祉増進のために

必要な資金を貸付します。 

●対象者 

①母子家庭の母及び父子家庭の父（２０歳未満の子を

扶養している方で、配偶者が死亡または配偶者と離

婚し、現在結婚していない方など） 

②父母のいない、２０歳未満の子 

③寡婦（かつて母子家庭の母であった方。一部所得制

限があります） 

④離婚等で配偶者がいない４０歳以上の女性で、①、

③に該当しない方（一部所得制限があります） 

⑤上記①、③に該当する方の子（修学資金、就学支度

資金、修業資金、就職支度資金に限られ、母や父ま

たは寡婦の方が連帯保証人としての要件を満たす必

要があります） 

●貸付内容 

就学支度資金  

子が小・中学校、高等学校等、大学等への入学に必要な

入学金、被服等を購入するための資金（小・中学校の場合

は所得税が非課税の方） 

修学資金 

子が高等学校、高等専門学校、大学、大学院等で学ぶた

めの授業料、書籍代のための資金 

修業資金 

子が起業または就職するために必要な知識技能を習得す

るための資金 

就職支度資金  

母、父、寡婦または２０歳未満の子の就職に際して必要な

被服等を購入するための資金 

技能習得資金  

母、父または寡婦が自ら事業を開始、または就職するため

に必要な知識技能を習得するための資金 

医療介護資金  

母、父、寡婦または２０歳未満の子に係る医療費、介護費

自己負担分のための資金（ただし、期間が１年以内） 

生活資金 

母、父または寡婦が技能習得中、治療中、失業中、母子

家庭・父子家庭となって７年未満であるときの生活費として

必要な資金 

転宅資金 

母、父または寡婦が住居移転に際して必要な敷金、運送

費等のために必要な資金 

 

高等職業訓練 

促進給付金

市民税 

非課税世帯

月　１００，０００円 

※月 １４０，０００円

 市民税 

課税世帯

月　　７０，５００円 

※月　１１０，５００円

 
修了支援給付金

市民税非課税世帯 ５０，０００円

 市民税課税世帯 ２５，０００円
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 住宅資金 

母、父または寡婦が住宅を建設、購入、保全等するために

必要な資金 

事業開始資金  

母、父または寡婦が事業を開始するに際して必要な設備

費等として必要な資金 

事業継続資金  

母、父または寡婦が現在営んでいる事業を継続するため

に必要な資金 

結婚資金 

子の結婚に必要な資金 

●償還 

貸付金の償還は、据置期間（返済を要しない期間。資

金により異なります）終了後、月賦、半年賦、年賦のい

ずれかの方法により返済。なお、納期限を過ぎると年率

３％の違約金が生じます。 

●貸付利子 

・連帯保証人を立てる場合は無利子 

・連帯保証人を立てない場合は年率１．０％の利子 

※就職支度資金は子が就職する際の必要経費であれば無利子 

●問合せ・申請窓口 

子育て支援課（下郷児童館２階）または 

埼玉県秩父福祉事務所　☎２２－６２２８ 

 

 

 

 

 

◎障害児福祉手当 

身体障害者手帳の１級及び２級の一部、あるいは療育

手帳Ⓐ等の２０歳未満の児童で、日常生活において常

時介護を必要とする方に支給される手当です。 

●対象者（要件） 

・満２０歳未満で、施設に入所していない方 

・障がいを支給事由とする年金給付を受けていない方 

・保護者などの毎年の所得が基準以下の方 

・以下の要件を満たしている方 

＜目安＞ 

精神または身体に重度の障がいを有するため、日常

生活において常時介護を必要とする状態にあること 

●提出書類 

・印鑑、診断書（所定の様式）、預金通帳 

・通知カード及び本人確認書類（注）または 

 個人番号カード 

（注）写真付きの本人確認書類（運転免許証、パスポートな

ど）は１点、写真付きの身分証明書がない場合は、健康

保険証や年金手帳などを２つ以上提示してください。 

●問合せ・申請窓口 

障がい者福祉課または各総合支所市民福祉課

 

 

 

 

 

◎特別児童扶養手当 

身体・知的・精神障がいのある２０歳未満の児童を家庭

において養育している方に支給される手当です。 

●対象者（要件） 

・秩父市に居住する満２０歳未満の障がい児を養育して 

 いる方 

・対象児が施設に入所してないこと 

・対象児が障がいを支給事由とする年金給付を受けて

いないこと 

・保護者本人などの毎年の所得が基準以下であること 

※所得の基準については、窓口にお問い合わせください。 

・対象児が以下の要件を満たしていること 

＜目安＞ 

・障がいにより、日常生活において常に介護を必要とす

る状態にあること 

・身体・精神の障がいにより、一定の介助や安静を必要 

 とすること（おおむね身体障害者手帳１級～３級、療育 

 手帳Ⓐ～Ｂ） 

・疾病等により、障がいを有するのと同等と認められる

状態であって、一定の介助や安静を必要とすること 

●提出書類 

・戸籍謄本 

・児童の属する世帯の住民票 

・通知カード及び本人確認書類（注）または 

 個人番号カード 

（注）写真付きの本人確認書類（運転免許証、パスポートな

ど）は１点、写真付きの身分証明書がない場合は、健康

保険証や年金手帳などを２つ以上提示してください。 

・医師の診断書（所定の様式） 

※療育手帳（ⒶまたはＡ、Ｂ）、または身体障害者手帳（１級～

おおむね３級まで。ただし、内部障害を除く）をお持ちの方

は、診断書を省略できる場合もあります。 

・印鑑 

・預金通帳（保護者のもの） 

●問合せ・申請窓口 

障がい者福祉課または各総合支所市民福祉課
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◎重度心身障害者医療費の助成 

障がいがある方とその家族の経済的負担を軽減するた

め、医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を

助成する制度です。 

●対象者 

秩父市に居住し、医療保険（国民健康保険、社会保

険、共済組合等）に加入している方で、次のいずれかに

該当する方 

＜対象となる方＞ 

・身体障害者手帳１級～３級をお持ちの方 

・療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂをお持ちの方 

・精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方 

・後期高齢者医療制度の障がい認定を受けている方 

※所得制限に該当する場合は、一定期間支給停止 

●助成する医療費の範囲 

健康保険が適用される医療費の自己負担分 

●手続き 

＜登録申請するとき＞ 

・障害者手帳 

・健康保険証または資格確認書 

・印鑑 

・預金通帳 

・通知カード及び本人確認書類（注）または 

 個人番号カード 

（注）写真付きの本人確認書類（運転免許証、パスポートな

ど）は１点、写真付きの身分証明書がない場合は、健康保険

証や年金手帳などを２つ以上提示してください。 

＜給付申請するとき＞ 

・埼玉県内で現物支給を実施する医科・歯科・薬局で受

診の場合は、原則申請の必要はありません。 

・埼玉県外で受診した場合は、領収書、受給者証、健康

保険証を障がい者福祉課または各総合支所市民福

祉課にお持ちになり申請してください。 

・健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される

場合は、その額を控除した残額が対象です。 

・健康診断、予防接種、差額ベッド代、食事代など保険

適用外の費用は支給の対象となりません。 

●問合せ・申請窓口 

障がい者福祉課または各総合支所市民福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎自立支援医療（育成医療） 

身体に障がいがある満１８歳未満の児童で、指定の医

療機関の医師が手術などにより治療効果が期待できる

と認めた場合に、その費用の一部を負担する制度で

す。 

●対象者 

・保護者が秩父市に居住する方 

・身体に障がいがあるか、または疾患に対する治療を行 

 わないと将来一定の障がいを残すと認められる１８歳

未満の方 

・手術等の治療によって確実な治療効果が期待できる方 

＜対象となる疾患＞ 

・視覚 

・聴覚、平衡機能 

・音声機能、言語機能またはそしゃく機能 

・肢体不自由 

・心臓、腎臓、呼吸器、膀胱もしくは直腸、小腸、肝臓の 

 機能 

・先天性の内臓の機能（上記に掲げるものを除く） 

・ヒト免疫ウイルス不全による免疫機能 

●受診する医療機関 

都道府県知事等が指定した『指定自立支援（育成）医

療機関』に限られます。 

●給付が受けられる期間 

医療受給者証に記載された有効期間内に受けられます。 

・原則３か月以内 

・肢体不自由の障がいにおける理学療法と唇顎口蓋裂 

 に起因する歯科矯正は６か月以内 

・腎臓機能障害の慢性透析療法と免疫機能障害の治

療は１年以内 

●医療給付の内容 

承認された疾患の治療のうち、次のもの（保険適用のも

のに限る）が対象となります。 

・診察、薬剤または治療材料の支給、医学的処置、手術 

及びその他の治療並びに施術（マッサージ療法）、病院ま

たは診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の

看護、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う

世話その他の看護（訪問看護）、移送 

・給付対象外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の 

治療、入院時の食事療養費は給付対象となりません。 

●問合せ・申請窓口 

障がい者福祉課または各総合支所市民福祉課
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◎未熟児養育医療給付 

生まれた時の体重が 2,000g 以下、または身体の発育

が未熟なまま生まれ、医師が入院養育を必要と認めた

乳児で、指定養育医療機関に入院した場合、申請に基

づいて、その治療に必要な医療を受けられる制度です。 

●対象者 

秩父市に住所があり、養育医療の対象基準に該当し、

医師が入院養育を必要と認めた乳児（１歳の誕生日の

前々日まで） 

●給付の対象 

診察、薬剤または治療材料の支給、医学的処置、手術

及びその他の治療、病院または診療所への入院及び

その治療に伴う世話その他の看護、移送 

●給付の範囲 

養育医療の給付の対象となる治療等については、病院

の窓口での支払いはありませんが、保険診療外の医療

費、差額ベッド代及びおむつ代等の実費部分について

は給付対象外なので支払いが必要です。 

後日、世帯の市町村民税所得割額に応じた自己負担

金を市から請求します。 

●自己負担額（費用徴収額） 

自己負担額は、月ごとに世帯の市町村民税所得割額

により決められる徴収基準額を次の式に当てはめて算

出した額と、その月にかかった医療費の額（市が負担し

た公費負担分）を比較して、少ない方の額となります。 

徴収基準額×診療日数÷その月の実日数 

※徴収基準額などの詳細は窓口でおたずねください。 

●問合せ・申請窓口 

保育こども課 

 

 

 

 

 

 

 

◎小児慢性特定疾病医療費助成制度 

児童等の慢性疾病のうち国が指定した疾病（小児慢性

特定疾病）の医療にかかる費用等の一部を県が助成

し、医療費の負担軽減を図る制度です。指定医療機関

における医療が対象となります。 

●対象者 

・埼玉県内に住所を有する１８歳未満の児童 

●問合せ・申請窓口 

埼玉県秩父保健所　☎２２－３８２４ 

 

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾患群 

 疾患群

 ０１　 悪性新生物

 ０２　 慢性腎疾患

 ０３　 慢性呼吸器疾患

 ０４　 慢性心疾患

 ０５　 内分泌疾患

 ０６　 膠原病

 ０７　 糖尿病

 ０８　 先天性代謝異常

 ０９　 血液疾患

 １０　 免疫疾患

 １１　 神経・筋疾患

 １２　 慢性消化器疾患

 １３　 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群

 １４　 皮膚疾患

 １５　 骨系統疾患

 １６　 脈管系疾患

１３


